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【現行】 市町村が個別に運営 【改革後】 都道府県が財政運営責任を担う
など中心的役割

市町村
都道府県

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定

市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、
広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

構造的な課題を抱えている

・年齢が高く医療費水準が高い

・低所得者が多い

・小規模保険者が多い

都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営
に中心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）

※被保険者証は都道府県名のもの
※保険料率は市町村ごとに決定
※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○平成３０年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の

確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付
・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を
提示（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保

健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

１ 平成３０年度からの国保広域化（概要）

１

市町村



支出

① 保険給付に必要な費
用を、全額、市町村へ
交付

②災害等による保険料の
減免額等が多額である
ことや、市町村における
保健事業を支援するな
ど、市町村に特別な事
情がある場合に、その事
情を考慮して交付

支出

保険料 保険給付費

支出

保険料 保険給付費

納付金 交付金

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。

※ 都道府県にも国保特別会計を設置

○ 市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮（仮係数を基に県から納付金の提示）

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

市町村の

国保特別会計

Ａ市

現行 改革後

公費

・定率国庫負担
・保険料軽減 等

収入
公費

保険料軽減 等

公費

収入定率国庫負担 等

収入

※将来的には、県内市町の保険料の統一化を目指す!！

２ 改革後の国保財政の仕組み（財政運営の都道府県単位化）

２



（県推計値）
国民健康保険
事業費納付金

（１１９．４億円）

国民健康保険

保険給付費等交付金

（３１７．４億円）

保険給付費

（３１７．４億円）

国民健康保険
保険給付費等交付金

保険給付費に必要な
費用を全額、県が市

町へ交付

職員給与費等繰入金 （５億円）

３

国・県費、法定内繰入金
（３５．２億円）

総務費 （５億円）

（歳入４４７．８億円） （歳出４４７．８億円）

３ 今回県推計値より試算（（１）全体規模）

法定外繰入金は、H２８予算額１９億７，３００万円、H２９予算額１２億１，２００万円と、
計画的、段階的に縮小を図っている。

Ｈ３０年度予算額を試算

保健事業費等加算分（６億円）

保険料＋法定外繰入金

（９０．２億円）

合計125.4億円

（県推計値）
国民健康保険

事業費納付金

各市町が県へ納

付（各市町の医療

費水準・所得水準

を考慮して推計）

（県確定値）

H30年１月に示され

る確定値において、

若干の見直しがさ

れる予定



３ 今回県推計値より試算（（２） 保険料と法定外繰入金）

（３）県推計値より試算
Ａ 現行保険料率（４方式）で算定した場合
Ｂ 現行保険料水準を据置き３方式で算定した場合（資産割廃止分を所得割に上乗せ）

Ｃ 赤字繰入を解消した場合（資産割廃止分を所得割に上乗せ）

４
赤字繰入を解消するためには、保険料を９．２億円増額する必要がある。

（２）保険料と法定外繰入金（①－②＝③＋④）

保険料 （８７．９億円）

法定外繰入金 （２．３億円）
・その他一般会計繰入金（０億円）
・一般会計繰入金：市単事業波及増（２．３億円）

合 計 （９０．２億円）

保険料 （７８．７億円）

法定外繰入金（１１．５億円）
・その他一般会計繰入金（９．２億円）
・一般会計繰入金：市単事業波及増（２．３億円）

合 計 （９０．２億円）

①国民健康保険事業費納付金等（１２５．４億円）⇒今回県推計値

②国・県費、法定内繰入金（３５．２億円）

③保険料＋④法定外繰入金（＝９０．２億円）



４ 国民健康保険料の見直し（（１）賦課方式）

○ 賦課方式の現況（中核市での比較）
現在、本市の国民健康保険料は、所得割、資産割、均等割、平等割の４方式で賦課しているが、 ４方式を採用

しているのは、中核市では高松市を含め２市だけとなっている。
また、保険料は、①医療給付費分、②後期高齢者支援金分、③介護納付金分の合計額となるが、

保険料（①＋②＋③）すべてに、資産割を賦課しているのは、中核市において、高松市のみとなっている。

資産割賦課の課題など（公平性）

・市町単位で賦課基準が異なるため、
将来の県内保険料統一の妨げ になる。

・本市外に資産を所有する被保険者に資産割は賦課されない。

２方式

４市（8.3%）

３方式

４２市

（87.5%）

高松市

など４方式

２市（4.2%）

賦課方式

５

県内市町も将来の県内保険料の統一化に向けて、既に県内市町においても資産割
廃止の動きがあり、本市としては、３０年度から資産割を廃止することとしたい。



４ 国民健康保険料の見直し（（２）試算による保険料の検証）

○ 平均保険料額（Ｈ２９被保険者数９０，０００人、ＡＢＣ：Ｈ３０被保険者数８６，７９２人）

＊１ 全国市町村間の比較で使用する保険料額（７割・５割・２割負担軽減前）
＊２ 被保険者が実際に負担する保険料額 （７割・５割・２割負担軽減後）

６

負担軽減前＊１ Ｈ２９：１０６，５２４円 Ａ：１０７，９５９円 Ｂ：１０７，９５９円 Ｃ：１１８，５５９円

負担軽減後＊２ Ｈ２９： ８９，０７０円 Ａ： ９０，６７７円 Ｂ： ９０，６７７円 Ｃ：１０１，２７７円

赤字繰入を解消した場合、保険料の大幅な増加が懸念される。

○ モデルケース
構成数が多く、影響が大きいと思われるモデルケースでは、次のようになる。

№ 世帯構成 所得 固定資産税
Ａ

現行保険料
４方式（円）

Ｂ
保険料水準据置

３方式（円）

Ｃ
赤字繰入を解消

した場合

1
夫婦（夫妻ともに６６歳）
年金収入：夫２４０万円、妻４０万円

１２０万円
有（７．５万円） １７３，０００

１６８，７００ １９０，５００
無 １５４，４００

2
夫婦（夫４５歳、妻４２歳専業主婦）
給与収入：４５０万円、子ども２人

３０６万円
有（７．５万円） ５０７，４００

５３６，６００ ６１９，０００
無 ４８５，６００

3
独身（２８歳）
給与収入：２８０万円

１７８万円
有（７．５万円） ２１０，５００

２１５，７００ ２５１，９００
無 １９１，９００

4
１人世帯（６１歳）
７割軽減

３３万円
有（７．５万円） ４３，８００

２２，０００ ２２，０００
無 ２２，０００

5
１人世帯（６１歳）
２割軽減

８２万円
有（７．５万円） １３４，６００

１２１，９００ １３６，８００
無 １１２，８００

6
２人世帯（４１歳、６６歳）
５割軽減

８７万円
有（７．５万円） １３５，０００

１２３，４００ １３９，７００
無 １１３，２００

－ 平均保険料
軽減前 １０７，９５９ １０７，９５９ １１８，５５９

軽減後 ９０，６７７ ９０，６７７ １０１，２７７



４ 国民健康保険料の見直し（（３）結論）

赤字繰入を解消する
ためには、保険料を

９．２億円増額する必
要がある。

７

法定外繰入金は、

計画的、段階的に
縮小を図っている。

県内市町の資産割廃止
の動きにより、本市として
も、３０年度から資産割を
廃止することとしたい。

（３）結論

現行保険料水準を据え置
き、資産割を廃止した３方
式としたい。また、１月の県
確定値においての変動
は、法定外繰入金で調整
したい。

○ 保険料率（試算）
現行保険料を据え置き、資産割を廃止した３方式とした場合の、各料率、額は次のとおりとなる。

（限度額、均等割額、平等割額は変更なし）
所得割の料率は１１．００％⇒１２．８７％

保険料
内訳

応能割（％） 応益割（円）
限度額（円）
（H29年度）所得割 資産割 均等割

平等割
(１世帯につき)

４方式
医療給付費分 7.25 20.00 27,000 20,400 540,000

現行 後期高齢者支援金分 1.85 4.80 7,200 5,400 190,000

介護納付金分 1.90 4.30 9,000 4,800 160,000

合 計 11.00 29.10 43,200 30,600 890,000

３方式
医療給付費分 8.58 0.00 27,000 20,400 540,000

資産割廃止後 後期高齢者支援金分 2.16 0.00 7,200 5,400 190,000

介護納付金分 2.13 0.00 9,000 4,800 160,000

合 計 12.87 0.00 43,200 30,600 890,000

所得割額・均等割額は限度額控除後、均等割額・平等割額は軽減前



運営協議会における運
営方針の議論・意見

照会・諮問・答申

【運営協議会の開催予定】
Ｈ２９.６ 第１回
●保険料の見直し
●香川県国保運営方針骨案

Ｈ２９.１１ 第２回
●保険料の見直し
（保険料率の検討）

Ｈ29.10

国 都道府県 市町村

納付金等に係る実質的な検討・調整

Ｈ29.５～６

納付金等の算定に向けた公費
の考え方を提示

３０年度推計の実施
・２９年度仮係数により推計実施

１０月下旬：２９年度仮係数提示

運営方針決定（知事決裁）

条例改正(１１月議会)Ｈ29.12

Ｈ30.1
納付金等の確定

・確定係数により算定を行い、納
付金・標準保険料率を確定

１２月末：２９年度確定係数提示

納付金等の通知

保険料率の算定
・県推計値と大幅な差異が生じる
場合は、再度算定する

条例改正・予算審議(３月議会)
・３０年度保険料率を決定
・３０年度予算を決定

Ｈ30.3

予算審議(２月議会)
・３０年度予算を決定

Ｈ29.夏

第２弾政令・関係省令公布、条
例参考例提示

Ｈ３０.１ 第３回
●保険料の見直し（料率を決定）
Ｈ３０．２ 第４回
●Ｈ３０基本方針等

香川県市町国保広域化等連携会
議等における協議

仮係数が国から示されるのが10月下旬
のため、市で仮の保険料率を算定する

保険料率の仮算定
・納付金、標準保険料率を踏まえて仮算
定

４ 国民健康保険料の見直し（（４）今後のスケジュール）

８

国の予算閣議決定後


